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消
費
者
庁

○　
　
　
　

告
示
第
一
号 

　

観

光

庁 
旅
行
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
九
号
）
第
十
二
条
の
三
の
規
定
に
基
づ
き
、
標
準
旅
行
業
約
款
の
一

部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
八
年
三
月
九
日 

 

消
費
者
庁
長
官　

堀
井
奈
津
子

観
光
庁
長
官　

村
田　

茂
樹　
　

 

 

標
準
旅
行
業
約
款
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

　

標
準
旅
行
業
約
款
（
平
成
十
六
年
国
土
交
通
省
告
示
第
千
五
百
九
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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改　
　
　
　

正　
　
　
　

後

改　
　
　
　

正　
　
　
　

前

別
紙 

別
紙 

　
　
　

特
別
補
償
規
程 

　
　
　

特
別
補
償
規
程 

　

（
通
院
見
舞
金
の
支
払
い
） 

　

（
通
院
見
舞
金
の
支
払
い
） 

第
九
条　

当
社
は
、
旅
行
者
が
第
一
条
の
傷
害
を
被
り
、
そ
の
直
接
の
結
果
と
し
て

第
九
条　

当
社
は
、
旅
行
者
が
第
一
条
の
傷
害
を
被
り
、
そ
の
直
接
の
結
果
と
し
て

　

、
平
常
の
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
又
は
平
常
の
生
活
に
支
障
が
生
じ
、
か
つ
、
通

　

、
平
常
の
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
又
は
平
常
の
生
活
に
支
障
が
生
じ
、
か
つ
、
通

　

院
（
医
師
に
よ
る
治
療
が
必
要
な
場
合
に
お
い
て
、
病
院
、
診
療
所
又
は
オ
ン
ラ

　

院
（
医
師
に
よ
る
治
療
が
必
要
な
場
合
に
お
い
て
、
病
院
又
は
診
療
所
に
通
い
、

　

イ
ン
診
療
受
診
施
設
に
通
い
、
医
師
の
治
療
を
受
け
る
こ
と
（
往
診
及
び
オ
ン
ラ

　

医
師
の
治
療
を
受
け
る
こ
と
（
往
診
を
含
み
ま
す
。
）
を
い
い
ま
す
。
以
下
こ
の

　

イ
ン
診
療
を
含
み
ま
す
。
）
を
い
い
ま
す
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
様
と
し
ま

　

条
に
お
い
て
同
様
と
し
ま
す
。
）
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
日
数
（
以
下
「
通

　

す
。
）
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
日
数
（
以
下
「
通
院
日
数
」
と
い
い
ま
す
。

　

院
日
数
」
と
い
い
ま
す
。
）
が
三
日
以
上
と
な
っ
た
と
き
は
、
当
該
日
数
に
対
し

　

）
が
三
日
以
上
と
な
っ
た
と
き
は
、
当
該
日
数
に
対
し
、
次
の
区
分
に
従
っ
て
通

　

、
次
の
区
分
に
従
っ
て
通
院
見
舞
金
を
旅
行
者
に
支
払
い
ま
す
。 

　

院
見
舞
金
を
旅
行
者
に
支
払
い
ま
す
。 

　

 

　

一
・
二　

（
略
） 

　

一
・
二　

（
略
） 

２
～
５　

（
略
）

２
～
５　

（
略
）
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附　

則 
こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


